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千葉市食のブランド「千（せん）」の第２回認定にエントリーする生産者・事業者を募集します 

 

千葉市では、市内の食関連産業のさらなる活性化と競争力強化を目的として、今年度の千葉市食の
ブランド「千」の第２回認定にエントリーする市内生産者・事業者を広く募集するとともに、認定制度
説明会を開催しますので、お知らせします。 
 
１ 千葉市食のブランド「千」認定制度について  
（１）ブランドの概要 

「千」とは、本市の「食」・「食文化」を未来に残すために、優れた 
地域産品であると同時に、社会課題の解決に取り組む商品・サービス 
を認定する千葉市の地域ブランドです。認定された商品やサービスは 
市が積極的にＰＲし、販路の拡大も支援します。 

  ア ブランドビジョン 
    千年後も豊かに暮らせる千葉市を“食”から実現します。 
  イ 認定の対象 

① 千葉市産農林水産物 
② 千葉県産農林水産物を原材料とする加工食品 
③ ①又は②を活用した食関連サービス 

  ウ 申請資格 
    市内に生産、製造、加工の拠点またはサービスの提供拠点があること。 

※他の要件等、詳細は募集要項参照 
  エ 認定基準 

５つの認定項目（地域性、独自性・優位性、信頼性・安全性、持続可能性、地域への貢献度）を
審査し、一定以上の評価を得ること。 

  オ 認定の有効期間 
    認定日から３年間を経過した日の属する年度の３月３１日まで。 
（２）ブランドの特徴 
   「社会課題への対応」や「持続可能な地域経済への貢献」を判断する基準にＳＤＧｓの視点を取り入れ

ます。 
また、商品として形のあるものだけでなく、サービスも認定します。 

（３）認定のメリット 
  ア 市内及び首都圏の販売力のある売場や棚への進出を促進するため、複数の事業者で構成する

地域のブランドだからこそできるバラエティに富んだ商品ラインナップによるオール千葉市と
しての販路拡大を支援します。 

  イ 認定品・サービスは、市が積極的に消費者に向けたＰＲを行います。 
 ウ 認定を目指す生産者・事業者の方には、本市から専門家を派遣するなどの支援を行います。 

 
２ 第２回認定のエントリーについて 
（１）募集期間 

令和３年１０月２９日（金）１７：００まで ※必着 
（２）応募方法 

「千葉市食のブランド『千』認定申請書」に必要書類を添付し、電子メール、郵送または持参で
提出してください。（郵送または持参の場合のみ２部提出） 
※申請書類等の必要書類は、市ホームページからダウンロードできます。 
【ＵＲＬ】https://www.city.chiba.jp/keizainosei/nosei/nosei/foodbrand-sen.html 
【提出先】千葉市食のブランド「千」認定事務局（公益財団法人 流通経済研究所内） 

メール chibacity_branding@dei.or.jp 
郵送先 〒１０２－００７４ 東京都千代田区九段南４－８－２１山脇ビル１０階 

直接持参先 千葉市役所経済農政局農政部農政課流通支援班 

（中央区千葉港２番１号千葉中央コミュニティセンター２階） 

令 和 ３ 年 ９ 月 ３ 日 

経 済 農 政 局 農 政 部 
農 政 課 
電話 ２４５－５７５６ 
内線 ６３１１ 

ブランドネーム・ロゴ 
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３ 認定制度説明会について 
  「千」にエントリーを希望する生産者・事業者の方に、ブランディングの基本やＳＤＧｓに関する
無料セミナーをオンラインで開催します。また、セミナー終了後には、具体的な認定の要件や評価の
ポイント、申請書の書き方等を紹介する説明会を開催するとともに、昨年度の認定者をパネリスト
に迎え、申請の経緯や認定のメリット等、生の声をお伝えします。 

（１）開催日時 
ア 第１回 ９月１４日（火）＜オンライン開催＞ 

１４：００～１５：００ ブランディングセミナー 
      １５：００～１６：００ 認定制度・申請方法に関する説明会 
イ 第２回 ９月２９日（水）＜オンライン開催＞ 
      １８：００～１９：００ ＳＤＧｓと地域ブランドセミナー 
      １９：００～２０：００ 認定制度・申請方法に関する説明会 

（２）申込方法                                  
   別紙説明会案内チラシ裏面に記載の「千葉市食のブランド『千』説明会、セミナーお申込みフォ

ーム」に必要事項を記入し、千葉市食のブランド「千」認定事務局宛てにＦＡＸまたは電子メール
で以下の送付先にお申し込みください。  
※セミナーお申込みフォーム等、詳細は市ホームページに掲載しています。 
 【ＵＲＬ】https://www.city.chiba.jp/keizainosei/nosei/nosei/foodbrand-sen.html 

   【送付先】ＦＡＸ ０３－５２７６－５４５７ 
        メール chibacity_branding@dei.or.jp 
 
４ 添付資料 
（１）令和３年度千葉市食のブランド「千」募集要項 
（２）説明会案内チラシ 
 
５ 問い合わせ先 

〒２６０－８７２２ 
千葉市経済農政局農政部農政課流通支援班 
電話  ０４３－２４５－５７５８ 
ＦＡＸ ０４３－２４５－５８８４ 
E-mail  nosei.EAA@city.chiba.lg.jp 
 

 
＜参考＞ 
１ これまでの経緯 
  平成 30年度まで加工食品、農産物と別々に行ってきた販路開拓支援を一体化し、生産、加工、
流通までを一貫して支援するため、千葉市の「食のブランド」をつくるプロジェクトが始動しま
した。 
令和元年度には、市内の生産者・加工事業者・流通及び飲食サービス事業関係者など、幅広く

事業者へヒアリングするとともに、事業者が参加する検討会議を開催し、議論を重ね中長期的に
ブランド化に取り組むための指針となる「千葉市『食のブランド』戦略」を策定しました。 
そして、令和２年度、策定したブランド戦略に基づきブランド認定制度を立ち上げ、第１回認

定品として、８商品・２サービスの計１０品を「千」として認定しました。第１回認定品は、以
下の市ホームページでご覧いただけます。 

 【ＵＲＬ】https://www.city.chiba.jp/keizainosei/nosei/nosei/2020sen_ninteihin.html 
 
２ 第１回認定品に対する支援について 
（１）認定品ＰＲ 

ア 認定品カタログ及びポスターの作成、配布 
イ 認定品の動画制作、公開（1分程度の YouTube動画） 
ウ 販促イベントの開催 

千葉のいいもの販売会（マルシェ） 
千葉市フェア inイオンスタイル鎌取 

  エ ＳＮＳ、新聞等、各種メディアでの情報発信 
（２）認定事業者フォロー 

 ア 認定品のパッケージデザイン作成 
イ ブランドに関するセミナー開催 

 
千葉市フェア（イオンスタイル鎌取） 
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